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○松本市図書館条例施行規則 

昭和５２年３月３１日 

教育委員会規則第１号 

改正 昭和５４年９月２７日教育委員会規則第１６号 

昭和５５年３月６日教育委員会規則第１号 

昭和５８年５月１９日教育委員会規則第１０号 

平成２年４月１日教育委員会規則第３号 

平成３年１０月１日教育委員会規則第１３号 

（題名改称） 

平成４年５月１日教育委員会規則第５号 

平成１１年３月３１日教育委員会規則第１２号 

平成１９年３月３０日教育委員会規則第５号 

平成２２年３月３１日教育委員会規則第１０号 

平成２４年３月３０日教育委員会規則第７号 

平成３１年３月２２日教育委員会規則第４号 

（目的） 

第１条 この規則は、松本市図書館条例（昭和３９年条例第４１号。以下「条例」という。）

の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 

（館内利用） 

第２条 館内で図書館資料（以下「資料」という。）を利用しようとする者は、所定の場所

で利用しなければならない。 

２ 前項の規定による利用者は、資料を所定の書架又はカウンターに返却しなければならな

い。 

（個人貸出） 

第３条 資料の個人貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

（１） 市内に住所を有する者 

（２） 市内の事業所等に通勤し、又は市内の学校（各種学校等を含む。）に通学する者 

（３） 前２号に定めるもののほか、教育委員会が特に認めた者 

２ 資料の個人貸出しを受けようとする者は、松本市図書館利用者カード交付申請書（様式

第１号。以下「利用者カード申請書」という。）に本人の身分を証明するもの（身分証明
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書、学生証、運転免許証、健康保険証等）を添え、教育委員会に提出し、登録をしなけれ

ばならない。 

３ 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、申請者が本人であること及び当

該申請が本人の意思に基づくものであること並びに利用者カード申請書に記載されてい

る事項その他必要事項について確認し、適当と認めたときは、松本市図書館利用者カード

（様式第２号。以下「利用者カード」という。）を当該申請者に対して直接交付するもの

とする。 

４ 利用者カードの有効期間は、利用者カードの交付を受けた日から３年間とする。ただし、

教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。 

５ 利用者カードは、個人貸出し利用の都度、資料とともに提出しなければならない。 

６ 資料の個人貸出しは、１人１０冊（点）までとする。ただし、１０冊（点）のうち視聴

覚資料は５点までとし、そのうち映像資料は３点までとする。 

７ 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に認めたときは、資料の個人貸出しを１人２

０冊（点）までとすることができる。 

８ 同一資料の個人貸出期間は、２週間以内とする。 

９ 教育委員会は、貸出期間延長の申出があったときは、予約された資料又は視聴覚資料で

ある場合を除き、２週間以内に限り１回のみこれを認めることができる。ただし、貸出期

間が経過した後に申出があったときは、貸出日から４週間以内を限度として延長を認める

ことができる。 

１０ 個人貸出しを受けた資料は、これを他に転貸してはならない。 

（利用者カードの取扱い） 

第３条の２ 利用者カードを利用できる者は、当該利用者カードの交付を受けた者（以下「登

録者」という。）本人に限るものとする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この

限りでない。 

２ 登録者は、利用者カードの有効期間中に住所、氏名等に変更を生じたとき又はカードを

亡失したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。 

３ 登録者は、利用者カードを亡失し、又は汚損したときは、利用者カード申請書の提出に

より、利用者カードの再交付を受けることができるものとする。 

４ 前項の規定により利用者カードの再交付を受けようとする者は、再交付に係る実費相当

額１００円を利用者カード申請書提出の際に納入しなければならない。ただし、教育委員

会が特に認めたときは、この限りでない。 
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５ 教育委員会は、登録者が利用者カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使

用したときは、当該利用者カードを無効とし、不正に使用した者には利用者カードを交付

しないことができる。 

（個人貸出しの停止） 

第３条の３ 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、個人貸出しを

停止することができる。 

（１） 前２条の規定に違反したとき。 

（２） 個人貸出資料の返還を怠り、督促を受けてもなお返還しないとき。 

（３） 条例第７条の規定による弁償が完了しないとき。 

（個人貸出資料の予約） 

第３条の４ 登録者は、個人貸出しを希望する資料がないときは、資料予約（リクエスト）

カード（様式第３号）及びインターネットにより、貸出しを予約することができる。 

２ 貸出しを予約することができる資料は、１人につき１０冊（点）までとする。ただし、

１０冊（点）のうち視聴覚資料は５点までとし、そのうち映像資料は３点までとする。 

３ 教育委員会は、予約された資料の貸出しが可能になったときは、予約した者に対し通知

し、希望する受取図書館に資料を配送するものとする。 

４ 予約資料の取置期間は、通知した日から起算して７日間とする。ただし、教育委員会が

特に認めたときは、この限りでない。 

（相談事務の回答） 

第４条 業務上の参考とするための相談、読書相談等に対する回答は、資料を提供し、又は

資料によって行わなければならない。 

２ 回答できない質問に対しては、他の諸機関等に照会し、回答することができる。 

（受付を禁止する事項） 

第５条 他人の生命、身体、名誉、財産等に損害を与え、又は社会に悪影響を及ぼすとみら

れる質問に対しては、受付をしてはならない。 

（回答できない事項） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する質問には、回答を与えてはならない。ただし、資料

の提供はこの限りでない。 

（１） 美術品、骨董品の鑑定及び評価 

（２） 医療、健康相談 

（３） 法律相談 
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（４） 身上相談 

（５） 仮定又は将来の予測に関する問題 

（６） 学校の宿題及び論文の作成 

（７） 懸賞問題 

（８） その他教育委員会が指定する事項 

（複写の利用手続き） 

第７条 資料の複写を希望する者は、松本市図書館資料複写申込書（様式第４号）によって

申し込まなければならない。 

２ 複写を依頼した者は、実費を納めなければならない。 

（複写の原則） 

第８条 資料の複写は、中央図書館の所蔵する資料の一部分につき１人１部に限り複写する

ことができる。ただし、著作権者自身が申し込んだ資料の複写又は著作権者の承諾書を添

付して申し込んだ資料の複写をするとき及び著作権のない資料を複写するときは、資料の

全部を複写することができる。 

（複写を禁止する資料） 

第９条 次の各号のいずれかに該当する資料は、複写の申込みに応じない。 

（１） 寄託資料で寄託契約の条件によって複写の禁止を定めたもの 

（２） 複写により損傷を生ずるおそれがある資料 

（３） その他教育委員会が複写をすることが不適当と認めた資料 

第１０条 削除 

（団体用貸出文庫） 

第１１条 団体用貸出文庫の貸出しを受けようとする者は、団体貸出文庫利用申請書（兼利

用者登録台帳）（様式第５号）によって申し込まなければならない。 

２ 団体用貸出文庫貸出し利用の申込みは、官公署、学校、会社、工場、町内会、町内公民

館、青年団、婦人会、読書会、地域こども文庫その他１０名以上の団体がその代表者によ

って行い、教育委員会は申込みを審査の上、適当と認めたものに貸出しを許可する。 

３ 前項の許可を受けた団体の代表者に変更があったときは、速やかに団体貸出文庫利用申

請書（兼利用者登録台帳）を教育委員会に提出するものとする。 

４ 第２項の許可の有効期間は、許可の日から許可の日の属する翌々年度の末日までとする。

ただし、代表者が変更になった場合は、変更になった日の前日までとする。 

５ 同一資料の貸出期間は６カ月以内、貸出冊数は１回５００冊（点）以内とし、そのうち
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児童向け文庫の貸出期間は３カ月以内とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、

この限りでない。 

６ 代表者は、貸出しを受けた資料に係る利用人員、利用冊数など利用状況を、必要に応じ

教育委員会に報告しなければならない。 

（やまびこ文庫） 

第１１条の２ やまびこ文庫の貸出しを受けようとする者は、やまびこ文庫利用申請書（様

式第６号）によって申し込まなければならない。 

２ 教育委員会は前項の申込みを受けたときは、審査の上、適当と認めた者に貸出しを許可

するものとする。 

３ 同一資料の貸出期間は、別に定める配本日から回収日までの期間とする。ただし、教育

委員会が必要と認めたときは、次回の回収日まで期間を延長することができる。 

第１２条 削除 

第１３条 削除 

（館外利用を禁ずる資料） 

第１４条 次に掲げる資料は、館外の利用を禁ずる。 

（１） 貴重資料 

（２） 辞書、年鑑、図鑑、統計及び目録類 

（３） 新聞及び新刊雑誌 

（４） 郷土図書（２冊（点）以上あるものを除く。） 

（５） その他教育委員会が指定した資料 

２ 官公署、学校及び他の図書館から貸出閲覧の申込みがあったとき並びに教育委員会が必

要と認めたときは、前項の規定にかかわらずこれを許可することができる。 

（利用中の資料の返還） 

第１５条 教育委員会は、必要と認めたときには、利用者に対し利用中の資料を返還させる

ことができる。 

（損害の賠償） 

第１６条 教育委員会は、利用者が資料を亡失、汚損又はき損したときは、同等の資料又は

相当額をもって賠償させることができる。 

（寄贈、寄託） 

第１７条 中央図書館は資料の寄贈又は寄託を受けることができる。 

２ 寄贈又は寄託資料には、寄贈者又は寄託者の氏名及び受入年月日を記載して、中央図書
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館の一般資料と同一の取扱いをすることができる。 

３ 寄託資料は、寄託者からの請求があったとき返還する。 

（寄託資料に対する責任） 

第１８条 寄託資料について、天災事変その他避けられない理由による亡失、汚損又はき損

に対しては、教育委員会はその責任を負わない。 

（補則） 

第１９条 この規則に定める事項のほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和５２年４月１日から施行する。 

（規則の廃止） 

２ 市立松本図書館条例施行規則（昭和３９年教育委員会規則第５号）は、廃止する。 

（経過処置） 

３ この規則施行のさい、従前の規定によりなされた申請等の行為は、この規則の相当規定

によってなされたものとみなす。 

附 則（昭和５４年９月２７日教育委員会規則第１６号） 

この規則は、昭和５４年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和５５年３月６日教育委員会規則第１号） 

この規則は、昭和５５年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５８年５月１９日教育委員会規則第１０号） 

この規則は、昭和５８年５月１９日から施行する。 

附 則（平成２年４月１日教育委員会規則第３号） 

この規則は、平成２年４月１日から施行する。ただし、第３条第４項にただし書を加える

改正規定は、平成２年５月２４日から施行する。 

附 則（平成３年１０月１日教育委員会規則第１３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際、現に改正前の市立松本図書館条例施行規則の規定により発行されて

いる資料館外個人貸出登録証は、この規則による改正後の松本市図書館条例施行規則の規

定による資料館外個人貸出登録証とみなす。 
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附 則（平成４年５月１日教育委員会規則第５号） 

この規則は、平成４年５月１日から施行する。 

附 則（平成１１年３月３１日教育委員会規則第１２号） 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日教育委員会規則第５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前にこの規則による改正前の松本市図書館条例施行規則の規定により

された処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の松本市図書館条例施行規則の

相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成２２年３月３１日教育委員会規則第１０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年３月３１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の松本市図書館条例施行規則の規定による様式は、当分の間この

規則による改正後の松本市図書館条例施行規則の規定による様式とみなす。 

（波田町の編入に伴う経過措置） 

３ この規則の施行の日前に、波田町立図書館管理運営規則（平成１７年波田町教育委員会

規則第１７号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定に

よりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成２４年３月３０日教育委員会規則第７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３条第４項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松

本市図書館条例施行規則（以下「旧規則」という。）の規定により交付されている図書館

カードの有効期間は、平成２４年３月３１日までとする。 

３ この規則の施行の際現に旧規則の規定により使用されている様式第１号及び様式第３

号は、この規則による改正後の様式第１号及び様式第３号とみなす。 

附 則（平成３１年３月２２日教育委員会規則第４号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松本市図書館条例施行規則（以下「旧

規則」という。）の規定により貸出しを受けているものについては、この規則による改正

後の松本市図書館条例施行規則（以下「新規則」という。）の規定により貸出しを受けた

ものとみなす。 

３ この規則の施行の際現に旧規則の規定により使用されている様式は、当分の間、新規則

の規定による様式とみなす。 
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様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第３条の４関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第１１条関係） 

様式第６号（第１１条の２関係） 

 


